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翻訳にあたって 
 

 

「WHO飲料水水質ガイドライン 第４版」の翻訳においては、以下の点に留意して翻訳を行っ

ている。 

 

・明らかに、より適切な用語がある場合を除き、出来るだけ、「WHO飲料水水質ガイドライン 第

３版」（日本水道協会、2008）の翻訳で用いられた用語を用いた。 

・原文においても、箇所毎に用語の使い方が必ずしも同じでは無い場合や翻訳の意味が通じ

にくい場合は、同一の単語に対して別の用語を用いたり、意訳を行っている場合がある。その場

合は、原文の意味を損ねないように注意を払っているが、厳密な解釈を要する場合には原文を参

照願いたい。 

・用語、漢字表記など、完全な統一がとれていない場合があるが、翻訳出版の迅速性の観点か

ら、本質的な間違いで無い限りそのままとした。何卒ご了承願いたい。 

・誤訳があり修正を要する場合はできる限り対応する予定であり、編集（国立保健医療科学院 

浅見、メールアドレス：asami @ niph.go.jp－メール配信の場合はスペースを削除－）宛てご連絡

いただきたい。 

 

なお、以下の訳語については、複数の翻訳者から指摘があったが、用語の統一上、原則として

＜ ＞内の用語を用いているため、留意事項を記す。 

 

communication ＜情報伝達＞ 

コミュニケーションには、一方的な情報伝達である放送等から、何らかの情報伝達、意見交換、

質問・相談・苦情受付、説明会、双方向コミュニケーションなど多くの意味が含まれるが、翻訳の

統一上できる限り『情報伝達』と訳した。4.6も合わせて参照されたい。 

 

exposure ＜曝露、被ばく＞ 

本稿では、化学物質、微生物に曝（さら）されることに、『曝露』を用い、放射線にさらされること

に『被ばく』を用いた。参考：特に原爆、爆発による事象では『爆』の字が用いられるが、全般的に

は『曝』又は『ばく』が用いられる。 

 

health outcome ＜健康成果＞ 

政策や技術上の介入を行った際の健康状態の向上や指標等の改善の効果を指す用語であり、
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適切な訳語が無く、熟語として使われている場合も見られたため、翻訳の統一上、できる限り『健

康成果』と訳した。ただし、標題において、適切な場合は『健康上の成果』を用いている。 

 

heterotrophic plate count, HPC ＜従属栄養細菌数＞ 

heterotrophic plate countは、従属栄養細菌（heterotrophic bacteria）を計数した場合の計測数を

指す用語である。培地や培養条件等の試験方法により集落数が異なるため、菌数を比較する場

合は、留意が必要である。 

 

Log10 Reduction Value, LRV ＜対数減少値＞ 

常用対数で表された残存率の正負の記号を逆にした値である。すなわち、 

除去率 残存率 LRV 

90% 10% 1 

99% 1% 2 

99.9% 0.1% 3 

99.99% 0.01% 4 

99.999% 0.001% 5 

である。理論上、除去率90%の処理(LRV=1)に加えて、除去率99%の処理(LRV=2)を行うと、

除去率は99.9%となり、LRVは1と2の和で、3と表される。フィルターや水処理プロセスにおける微

生物等の除去、阻止又は不活化性能を表す用語として使用頻度が高い『対数減少値』又は

『LRV』を用いた。「WHO飲料水水質ガイドライン 第３版」では『log10除去率』、その他、成書等に

おいて『除去log10数』、『対数低減値』、『常用対数低減値』と表記されている場合がある。 

 

lowest-observed-effect level, LOEL ＜最小作用量＞ 

最も低用量で作用が発現した用量。本文中ではアルミニウムに関する補足的な記述のみに用

いられており、頭字語、索引等には記載がない。 

 

operational maintenance ＜運転監視＞ 

operational maintenanceには、施設の維持管理、運転、日常的な運転管理、監視、修繕、運営

等が含まれているが、ここでは、主に『運転監視』と訳出した。 

 

reference pathogen ＜参照病原体＞ 

水道原水における存在状態や水処理プロセスの除去性能を評価するために、調査や考慮の

対象とすべき病原体を指す。指標生物（indicator organism）と同様に使われている場合があるが、

本稿ではできるだけ原文の表現に合わせた。詳細は7.2.2参照。 
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指標生物は、11.6参照。 

 

review ＜見直し・再吟味＞ 

reviewには、自己による評価、見直し（例えば一度策定された計画について時期をおいて見直

すこと）や、他者による評価等の意味もある。特に後者は、本文中において一度立てられた計画

を上位官署が評価または審査するような場合に用いられていることもあり、前者と特に区別する場

合は、用語として『再吟味』を用いている場合がある。（必ずしも全章において使い分けされている

わけでは無いことをご了承願いたい。） 

 

surface water ＜地表水＞ 

河川、湖沼、貯水池など地表に存在する水、またはそれらの総称（『水道用語辞典』、日本水道

協会発行）。『表流水』とほぼ同義であるが、湖沼水、水たまりなど停滞した水も含むことがわかり

やすいよう、可能な限り『地表水』とした。 

 

surveillance ＜サーベイランス＞ 

主として規制官署が一定の権限により調査を行うことを『サーベイランス』とした。 

 

thermotolerant coliform ＜糞便性大腸菌群＞ 

「WHO飲料水水質ガイドライン 第３版」では『糞便性大腸菌群』、水道用語辞典（日本水道協

会発行）では『耐熱性大腸菌群』、上水試験法（日本水道協会発行、2011年版）では『高温耐性

大腸菌群』となっている。原文のままでは、『高温耐性大腸菌群』または『耐熱性大腸菌群』が正し

いが、慣習的に『糞便性大腸菌群』が最も多用されており、試験法上も同等のものを指すため、本

訳では、『糞便性大腸菌群』を用いることとした。 

 

validation ＜バリデーション＞ 

「WHO飲料水水質ガイドライン 第３版」では『確認』とされていたが、妥当性の評価の意味で

用いられる『確認』については、可能な限り『バリデーション』とした。（バリデーションとは、要求さ

れた機能や性能を満たすことを確認すること。） 

 

verification ＜検証＞ 

実際の作業等が計画どおりに行われていること、目標とした水質基準や管理基準等を満たして

いることを確認する意味で用いられる。（本文中では、バリデーションを行って選択された方法が、

正しく実施されていることを確認、すなわち、検証する意で用いられている。） 
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warm-blooded animals ＜温血動物＞ 

一般的には、ほぼ同義の用語として『恒温動物』が用いられているが、恒温動物の定義につい

て諸説あることから、より原文に近い『温血動物』を用いることとした。 

 

関連文書・主要関連文書・参考文献・関連情報について 

「WHO飲料水水質ガイドライン 第４版」では、背景、参考となる情報について、WHOが発行し

た多くの根拠文書や参考文書、関連の文献（論文等）が引用されている。引用の方法が各章で異

なり、原文中の表記も章ごとに若干異なる。できる限り以下のように表記した。 

reference material＜関連文書＞ 主にWHOが発行した根拠文書や参考文書（付録1に記載） 

selected bibliography＜関連文書＞ 第11章微生物ファクトシートの根拠文書や参考文書 

principal reference＜主要関連文書＞ 第12章化学物質ファクトシートの根拠文書 

reference＜参考文献＞ 主に第9章の放射性物質に関する参考文献（付録6に記載） 

supporting information＜関連情報＞ 各章の関係図の説明、付録6全体など 

 

 

 

本稿の作成に当たり、「WHO飲料水水質ガイドライン 第３版」のファイル等を快くご提供下さっ

た、社団法人日本水道協会に厚くお礼申し上げる。また、編集上の多大なご協力をいただいた、

佐々木万紀子氏に深謝申し上げる。 


